
第３５回滝沢市農業委員会総会会議録 

 

１ 日時 令和２年５月２２日（金） 午前１０時 

２ 場所 滝沢市役所 ２階 ２０１会議室 

３ 日程 

 日程第  １ 議事録署名人並びに書記の指名について 

日程第  ２ 会期の決定について 

日程第  ３ 業務報告について 

日程第  ４ 議案第 １号 農用地利用集積計画の策定に対する可否の決定に 

ついて 

日程第  ５ 議案第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見の決定に 

ついて 

日程第  ６ 議案第 ３号 農地中間管理機構による農用地の買入協議に対する 

可否の決定について 

日程第  ７ 議案第 ４号 農地法の適用外証明願いに対する可否の決定に 

ついて 

日程第  ８ 議案第 ５号 贈与税の納税猶予に関する証明願いに対する可否の 

決定について 

日程第  ９ 議案第 ６号 相続税の納税猶予に関する証明願いに対する可否の 

決定について 

日程第 １０ 議案第 ７号 令和３年度農林関係税制改正要望事項の決定に 

ついて 

日程第 １１ 議案第 ８号 令和元年度滝沢市農業委員会事務等の目標及び 

その達成に向けた活動の点検・評価及び令和２年度の 

活動計画（案）の決定について 

日程第 １２ 報告第 １号 農地転用許可を伴わない農地の現状変更届出の確認 

事務報告について 

日程第 １３ 報告第 ２号 農地等の現況に関する照会に対する報告について 

日程第 １４ 報告第 ３号 農地転用届出の確認事務報告について 

 

４ 出席委員  農業委員             推進委員 

 １番委員 鈴木 文雄       菊地 和夫 

        ３番委員 吉清水 秀明      宮林 和徳 

４番委員 新田 義修 

５番委員 工藤 肇         

        ６番委員 武田 美紀 

        ７番委員 齊藤 文一郎 

        ８番委員 大森 泰英 

        ９番委員 齊藤 新一 

 

５ 欠席委員  なし 

６ 説明のために会議に出席したもの 

        農業委員会事務局 事務局長 田村 範夫 

           〃     総括主査 海老澤 愛 

   〃     主  査 高橋 昂希 



開会時刻 令和２年５月２２日（金） 午前１０時 

 

議長      只今の出席農業委員は８名であります。農業委員会等に関する法律第

２７条第３項の規定により、在任委員の過半数に達しておりますので本

総会は成立いたします。 

        なお、本日は推進委員２名が出席しております。 

        日程第１、議事録署名人並びに書記の指名についてお諮り致します。 

        本案件につきましては、会議規則第１１条の規定により、当職よりご

指名することにご異議ございませんか。 

 

        （異議なし) 

 

議長      ご異議なしということでございますのでご指名申し上げます。 

議事録署名人につきましては、５番工藤肇委員と６番武田美紀委員を

指名します。 

        書記には、事務局の海老澤総括主査と高橋主査を指名します。 

        日程第２、会期の決定についてお諮りいたします。 

        本総会の会期は本日１日といたしたいと思いますが､ご異議ございま

せんか。 

 

        （異議なし） 

 

議長      ご異議なしということでございますので､本総会の会期は本日１日と

することに決定いたしました。 

        日程第３、業務報告について事務局より報告させます。 

 

田村事務局長  私のほうから業務報告をさせていただきます。議案書は２ページをご

覧ください。第３５回滝沢市農業委員会総会業務報告、令和２年４月

２５日から令和２年５月２２日までの分となっております。 

 

         （第３４回総会開催日の翌日以降の業務実績を報告） 

 

議長      それでは議事に入ります。 

       日程第４、議案第１号、農用地利用集積計画の策定に対する可否の

決定についてを議題とします。 

        事務局より説明させます。 

 

高橋主査    議案第１号、農業経営基盤強化促進法に基づく案件は、所有権移転が

２件、利用権設定の新規が１件となっております。それでは、説明させ

ていただきます。議案書は４ページをご覧ください。 

   

（議案書朗読説明） 

   

以上について補足説明させていただきます。 

整理番号１番と２番は、農地中間管理機構から特例事業により認定農



業者へ売買するものであり、所有権の移転を受けるものはいずれも、

経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしていると考えられます。整理番号３番につきましては、

農地中間管理機構の利用権の設定のため、本案件に関しては調査書の

添付をしておりません。 

以上で説明を終わります。 

 

議長      今回の現地調査は、武田美紀農業委員、菊地和夫推進委員、宮林和徳

推進委員が行っております。 

        整理番号１番及び２番の現地調査報告ですが、第３４回総会の議案第

５号で報告済みですので省略します。 

        整理番号３番の現地調査報告を、武田農業委員にお願いします。 

 

武田農業委員  それでは、私の方から整理番号３番について、５月１４日に菊地和夫

推進委員と宮林推進委員と現地調査を実施しましたので、ご報告申し

上げます。 

整理番号３番につきまして、いずれの現地も、全体として広く農地と

して活用されていることが確認できました。 

農地中間管理機構への権利の設定ということですので、本件の権利取

得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

は生じないと考えられます。 

以上で、議案第１号の調査報告とさせていただきます。 

 

議長      これより質疑に入ります。 

 

        （質疑なし） 

 

議長      なければ質疑を終了して採決に入ります。 

        議案第１号について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

       （挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。 

        よって、議案第１号は原案のとおり決定いたしました。 

 

議長      日程第５、議案第２号、農用地利用配分計画（案）に対する意見の決

定についてを議題とします。 

        事務局より説明させます。 

 

高橋主査    議案第２号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく利用配分

計画（案）に対する意見の決定について説明します。議案書は９ペー

ジをご覧ください。 

 

（議案書朗読説明） 



 

       以上について補足説明いたします。 

今回権利の設定を受ける者は、認定農業者で地域農業マスタープラ

ンに「今後の地域の中心となる経営体」として位置付けられており、

経営面積・従事日数など別添意見書のとおり農地中間管理事業の推進

に関する法律第１８条第４項の各要件を満たしていると考えられます。 

なお、本件は、議案第２号整理番号１番の案件で農地中間管理機構に

農地中間管理権を設定することが決定した農地を、借受希望者に貸し

付けするものです。事務手続き期間の短縮化を図る観点から、利用集

積計画の決定公告の前ではありますが、農用地利用配分計画案への意

見の決定についてを同日の総会において、ご審議いただくものであり

ます。 

以上で説明を終わります。 

 

議長      本案件の現地調査報告は、議案第１号において報告済みですので省略

します。 

        これより質疑に入ります。 

 

       （質疑なし） 

 

議長      なければ質疑を終了して採決に入ります。 

        議案第２号について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

       （挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。 

        よって、議案第２号は原案のとおり決定いたしました。 

 

議長      日程第６、議案第３号、農地中間管理機構による農用地の買入協議に

対する可否の決定についてを議題とします。 

事務局より説明させます。 

 

高橋主査    議案第３号、買入協議につきまして議案書は１１ページをご覧くださ

い。それと併せて別添資料もご覧ください。 

        まず、買入協議の制度について説明いたします。認定農業者又は農地

の所有者から、農業委員会に対し基盤法に基づく農地のあっせんの申

し出があった場合に、農業委員会が利用調整を行ってもなお、双方の

合意が得られない場合、当制度を活用し確実に認定農業者等の担い手

へ集積を行うものでございます。この手続きを行うことにより、農地

の売り手側が１，５００万円の特別控除を受けられることとなります。 

今回の案件は、農地所有者からあっせんの申し出を受けた１１筆の農

地について、農地所有者と買受予定者で売買協議を行いましたが、双方

が売買金額で合意にいたりませんでした。 

しかし、本農地は優良農地であり、当該農地を含む周辺の地域におけ



る農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等から見て、効率的か

つ安定的な農業経営を営む買受予定者に対して農用地等の集積を図る

ため、岩手県農地中間管理機構の買い入れが特に必要であると認め、滝

沢市長に対し買入協議の通知の要請を行うものであります。 

 

       （議案書朗読説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

議長      本案件の現地調査報告ですが、第３２回総会の議案第１号で報告済み

ですので省略します。 

これより質疑に入ります。 

 

齊藤委員    今回の買入協議の内容というのは、買い手と売り手の差額の１００万

円を農地中間管理機構が負担してくれるということでしょうか。 

 

高橋主査    差額の１００万円というのは、両者で協議した結果、成立しなかった

ということですが、対象となる農地は優良農地のため中心経営体の方に

集積を図ることが必要であるため、農業委員会から滝沢市長に対し、中

間管理機構に対してこの農地の受け手である担い手を見つけてほしい

という手続きを行います。 

今回はその手続きの農業委員会から滝沢市をとおして中間管理機構

へ買入をしてほしいという手続きになります。そのため、差額の１００

万円を中間管理機構が負担するものではありません。 

 

議長      もう少し詳しく説明願います。 

 

高橋主査    売り手は今回八幡平市の農地も合わせて売却を希望しており、その合

計売却希望価格が通常の特例事業で受けられる８００万円の控除額を

越えてしまうため、１，５００万円の控除を受けることができる買入協

議制度を活用することとなったものです。 

 

議長      他に質疑ございませんか。なければ質疑を終了して採決に入ります。 

        議案第３号について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

（挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。 

よって、議案第３号は、原案のとおり決定いたしました。 

 

議長      日程第７、議案第４号、農地法の適用外証明願いに対する可否の決定

についてを議題とします。 

事務局より説明させます。 

 



海老澤総括主査 議案第４号農地法の適用外証明願いに対する可否の決定についてご

説明いたします。案件は１件です。議案書は１４ページをご覧くださ

い。 

 

（議案書朗読説明） 

 

以上について補足説明いたします。 

整理番号１番は、農地でなくなってから２０年経過しており、要領に

基づき判断しますと、問題ないものと考えられます。 

ちなみに、申請地は筆界未定地であったため、これまで農地パトロー

ルの際に対象地として特定できませんでしたが、その後登記され境界

が確定したということです。以上で説明を終わります。 

 

議長      本案件の現地調査報告を、菊地推進委員にお願いします。 

 

菊地推進委員  それでは私の方から議案第４号、整理番号１番について、現地調査を

実施しましたので報告いたします。 

整理番号１番の申請地の位置は、申請地見取図をご覧のとおりミクニ

大釜工場のすぐ南側にあります。周囲の状況は、東側、西側、北側の三

方が原野、南側は国道４６号となっておりました。 

以上について調査の結果、申請地は山林となっており、すでに農地性

はないものと見受けられました。以上で報告を終わります。 

 

議長      これより質疑に入ります。 

 

吉清水委員   議案書の現地確認書の土地表示が違うようです。 

 

海老澤総括主査 失礼いたしました。訂正いたします。 

 

議長      他に質疑ございますでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

議長      なければ質疑を終了して採決に入ります。 

        議案第４号について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

（挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。よって議案第４号は原案のとおり決定いたしま

した。 

 

議長      ここで換気のため休憩します。 

 

        （１０時３２分休憩） 



        （１０時３７分再開） 

 

議長      それでは再開いたします。 

 

議長      日程第８、議案第５号、贈与税の納税猶予に関する証明願いに対する

可否の決定についてを議題とします。 

事務局より説明させます。 

 

海老澤総括主査 議案第５号、贈与税の納税猶予に係る証明について説明いたします。

案件は１件です。議案書は１７ぺージをご覧ください。 

 

（議案書朗読） 

 

以上について補足説明いたします。 

当案件に係る制度は、農業を営む者が、その農業の用に供している

農地の全部を推定相続人の一人である農業後継者に贈与した場合には、

後継者に課税される贈与税の納税が猶予される制度です。贈与者又は受

贈者のいずれかが死亡したときに免除になります。 

この制度は、受贈者が農業経営を継続する間、納税を猶予するもので

あり、対象となる農地等を譲渡、転用、耕作の放棄をした場合、又は農

業経営を廃止した場合は、贈与税の全部又は一部に利子税を含め納付し

なければなりません。 

この制度の適用を受けた受贈者は、3 年ごとに税務署に継続届出書を 

提出することになっており、関係法令により、農業委員会で発行する「引

き続き農業経営を行っている等の証明書」を添付することになっており

ます。 

整理番号１番の申出者は、贈与を受けた後、当該農地が沼地であった

ため水が溜まるなど圃場の条件が悪かったことなどから徐々に耕作を

放棄しておりましたが、今回、水が溜まる箇所を整備し再生させたとい

うことです。以上で説明を終わります。 

 

議長      本案件の現地調査報告は、宮林推進委員にお願いします。 

 

宮林推進委員  それでは、議案第５号整理番号１番について、現地調査を実施しまし

たので報告いたします。 

整理番号１番は、令和元年度に実施されました農地パトロールにおい

て、鵜飼沼森１０１－５６が２号遊休農地、鵜飼沼森１０１－５８がＢ

分類と判定されておりました。 

今回、対象となる農地を確認したところ、農地として作付けができる

状態として管理されていることが確認できました。 

以上、議案第５号整理番号１番についての報告を終わります。 

 

議長      これより質疑に入ります。 

 

        （質疑なし） 



 

議長      質疑を終了して採決に入ります。 

議案第５号について、原案のとおり証明することに賛成する方の挙手

を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。よって議案第５号は原案のとおり証明すること

に決定いたしました。 

 

議長      日程第９、議案第６号、相続税の納税猶予に関する証明願いに対する

可否の決定についてを議題とします。 

事務局より説明させます。 

  

海老澤総括主査 議案第６号相続税の納税猶予に係る証明について説明いたします。案

件は１件です。議案書は１９ぺージをご覧ください。 

 

（議案書朗読説明） 

 

以上につきまして補足説明いたします。 

こちらの案件も議案第５号と同様になりますが、この制度の適用を受

けた相続人は、３年ごとに税務署に継続届出書を提出することになっ

ており、農業委員会では適用を受けている農地の現況を確認し、証明

することになります。以上で説明を終わります。 

 

議長      本案件の現地調査報告は、宮林推進委員にお願いします。 

 

宮林推進委員  それでは、議案第６号整理番号１番について、現地調査を実施しまし

たので報告いたします。 

整理番号１番の申請者は、主に水稲の栽培を行っているということで、

現地調査の結果、対象となる農地はすべて適正に肥培管理されており、

問題ないものと見受けられました。 

以上、議案第６号整理番号１番についての報告を終わります。 

 

議長      これより質疑に入ります。 

 

        （質疑なし） 

 

議長      なければ質疑を終了して採決に入ります。 

議案第６号について、原案のとおり証明することに賛成する方の挙手

を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。 



 よって、議案第６号は原案のとおり証明することに決定いたしました。 

  

議長      日程第１０、議案第７号、令和３年度農林関係税制改正要望事項の決

定についてを議題とします。 

        事務局より説明させます。 

  

海老澤総括主査 議案第７号について説明させていただきます。議案書は２１ページを

ご覧ください。 

 

（議案書朗読説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

議長      これより質疑に入ります。 

 

        （質疑なし） 

  

議長      なければ質疑を終了して採決に入ります。 

議案第７号について、原案のとおり要望することに決定してよろし

いか、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。 

よって、議案第７号は原案のとおり要望することに決定することに

決定いたしました。 

 

議長      日程第１１、議案第８号、令和元年度滝沢市農業委員会事務等の目標

及びその達成に向けた活動の点検・評価及び令和２年度の活動計画

（案）の決定についてを議題とします。 

        事務局より説明させます。 

 

海老澤総括主査 議案第８号について説明させていただきます。議案書は２５ページか

らご覧ください。 

 

（議案書朗読説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

議長      これより質疑に入ります。 

 

大森委員    さまざまな目標が令和２年度に向けてありますけど、いつも思うこと

ですが、常に集積・集約を謳っていますけど、小規模農家も大切にする

ということを謳ってもいいのではないか、小規模農家への助言や支援が

あってもいいのではないかと思いますけど。 



 

海老澤総括主査 滝沢市は１００ｈａを超える大規模農家というのはほとんどなく、兼

業が中心で数ヘクタール程度の農家が過半を占めている状況です。そう

いった滝沢市の農家の実態を踏まえた上で進めてまいりたいと考えて

おります。 

 

議長      他に質疑ございませんか。なければ質疑を終了して採決に入ります。 

        議案第８号について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

（挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。 

よって、議案第８号は、原案のとおり決定いたしました。 

 

議長      日程第１２、報告第１号、農地転用許可を伴わない農地の現状変更届

出の確認事務報告について、事務局より報告させます。 

 

海老澤総括主査 報告第１号、農地転用を伴わない農地の現状変更届出について報告し

ます。案件は２件です。議案書は３７ページをご覧ください。 

 

（議案書朗読説明） 

 

        以上につきましては、添付書類も完備しておりましたので、事務局長

専決により書類を受理し､受理通知書を交付いたしました。以上で報告

を終わります。 

 

議長      日程第１３、報告第２号、農地等の現況に関する照会に対する報告に

ついて、事務局より報告させます。 

 

海老澤総括主査 報告第２号、農地等の現況に関する照会に対する報告について、報告

いたします。議案書は３９ページをご覧ください。 

        本案件は、民事執行法による売却の必要があったことから、盛岡地方

裁判所執行官より、農地等の現況に関する照会があったものです。 

 

（議案書朗読説明） 

 

以上につきましては、現地調査結果を踏まえ、農地であるとして議案

書４０ページの回答書のとおり回答いたしました。以上で報告を終わ

ります。 

 

議長      日程第１４、報告第３号、農地転用届出の確認事務報告について、事

務局より報告させます。 

 

海老澤総括主査 報告第３号、農地転用届出の確認事務報告についてご報告いたします。 



案件は、５条の届出が１件となります。議案書４２ページをご覧くだ

さい。 

 

（議案書朗読説明） 

 

        以上につきましては、添付書類も完備しておりましたので、事務局長

専決により書類を受理し､受理通知書を交付いたしました。以上で報告

を終わります。 

 

議長      以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了しました。 

        これをもって、第３５回滝沢市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

閉会時刻 令和２年５月２２日 午前１１時１０分 



 

 

 

    議 長                    

 

 

    会議録署名人  ５番委員              

 

 

    会議録署名人  ６番委員              

 

 

 

    これは原本である。 

 

 

    令和２年５月２２日 

 

          滝沢市農業委員会会長  齊 藤 新 一 

 


